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１【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】
　2016年６月24日に提出した第94期（自　2015年４月１日　至　2016年３月31日）の有価証券報告書の記載内容の一部

に追加すべき事項があったので、金融商品取引法第24条の２第１項の規定に基づき、有価証券報告書の訂正報告書を提

出する。

 

２【訂正事項】
第一部　企業情報

第２　事業の状況

１　業績等の概要

(3）並行開示情報

 

３【訂正箇所】
　訂正箇所は＿＿＿を付して表示している。

 

第一部【企業情報】

第２【事業の状況】

１【業績等の概要】

(3）並行開示情報

　　（訂正前）

　当社グループは、日本基準に基づく連結財務諸表を作成しておらず、IFRSにより作成した連結財務諸表と日本基

準により作成した連結財務諸表における主要な項目の差異の金額を算定することが困難であるため、以下のとおり

定性的な情報を記載している。

 

（のれんの償却停止）

日本基準では、のれんの効果が及ぶ期間を見積り、その期間にわたり償却している。一方、IFRSでは、のれん

の償却が行われず、毎期減損テストを実施することが要求されている。

 

（退職給付に係る費用）

日本基準では、数理計算上の差異及び過去勤務費用は、その他の包括利益累計額で繰延られ、将来の一定期間

にわたり償却され純損益で認識される。一方、IFRSでは、数理計算上の差異はその他の包括利益として認識し、過

去勤務費用は純損益として認識することが要求されている。

 

　　（訂正後）

　IFRSにより作成した連結財務諸表における主要な項目と日本基準により作成した場合の連結財務諸表におけるこ

れらに相当する項目との差異に関する事項

 

（のれんの償却停止）

日本基準では、のれんの効果が及ぶ期間を見積り、その期間にわたり償却している。一方、IFRSでは、のれん

の償却が行われず、毎期減損テストを実施することが要求されている。

この影響により、IFRSでは日本基準に比べて、当連結会計年度では販売費及び一般管理費が４億７百万円減少

している。

 

（退職給付に係る費用）

日本基準では、数理計算上の差異及び過去勤務費用は、その他の包括利益累計額で繰延られ、将来の一定期間

にわたり償却され純損益で認識される。一方、IFRSでは、数理計算上の差異はその他の包括利益として認識し、過

去勤務費用は純損益として認識することが要求されている。

この影響により、IFRSでは日本基準に比べて、当連結会計年度では売上原価、販売費及び一般管理費の合計が

７千４百万円減少している。

 

EDINET提出書類

日立工機株式会社(E01745)

訂正有価証券報告書

2/2


	表紙
	本文
	１有価証券報告書の訂正報告書の提出理由
	２訂正事項
	３訂正箇所
	第一部企業情報
	第２事業の状況


	１業績等の概要

